
亀山市告示第１５５号 

亀山市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以

外の低所得の子育て世帯分）支給事業実施要綱の一部を改正する告示を次のように定め

る。 

令和４年６月２７日 

亀山市長 櫻 井 義 之 

 

亀山市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世

帯以外の低所得の子育て世帯分）支給事業実施要綱の一部を改正する告示 

 

亀山市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以

外の低所得の子育て世帯分）支給事業実施要綱（令和４年亀山市告示第１４１号）の一

部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正部分」という。）及

び同表の改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正後部分」という。）に

ついては、次のとおりとする。 

（１）改正部分及びこれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当該

改正後部分に改める。 

（２）改正後部分に対応する改正部分が存在しないときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（定義） 

第１条 この告示は、低所得の子育て世

帯に対する子育て世帯生活支援特別給

付金（ひとり親世帯以外の低所得の子

育て世帯分）支給要領（令和４年６月

１３日付け子発０６１３第２号厚生労

働省子ども家庭局長通知）に基づき、

新型コロナウイルス感染症による影響

が長期化する中で、新型コロナウイル 

（定義） 

第１条 この告示は、低所得の子育て世

帯に対する子育て世帯生活支援特別給

付金（ひとり親世帯以外の低所得の子

育て世帯分）支給要領（令和４年５月

２４日付け子発０５２４第２号厚生労

働省子ども家庭局長通知）に基づき、

新型コロナウイルス感染症による影響

が長期化する中で、新型コロナウイル 



ス感染症の影響を受けて損害を受けた

低所得の子育て世帯（ひとり親世帯を

除く。）を支援するために実施する低

所得の子育て世帯に対する子育て世帯

生活支援特別給付金（ひとり親世帯以

外の低所得の子育て世帯分）支給事業 

（以下「特別給付金支給事業」とい

う。）に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

ス感染症の影響を受けて損害を受けた

低所得の子育て世帯（ひとり親世帯を

除く。）を支援するために実施する低

所得の子育て世帯に対する子育て世帯

生活支援特別給付金（ひとり親世帯以

外の低所得の子育て世帯分）支給事業

（以下「特別給付金支給事業」とい

う。）に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

（支給対象者） 

第３条 子育て世帯に対する子育て世帯

生活支援特別給付金（ひとり親世帯以

外の低所得の子育て世帯分）（以下「 

特別給付金」という。）の支給対象者

（以下「支給対象者」という。）は、

特別給付金の対象児童（特別給付金の 

支給額の算定の基礎となる児童をいう。

以下「対象児童」という。）を養育す

る者であって、次のいずれにも該当す

る者とする。 

（支給対象者） 

第３条 子育て世帯に対する子育て世帯

生活支援特別給付金（ひとり親世帯以

外の低所得の子育て世帯分）（以下「 

特別給付金」という。）の支給対象者

（以下「支給対象者」という。）は、

特別給付金の対象児童（特別給付金の 

支給額の算定の基礎となる児童をいう。

以下「対象児童」という。）を養育す

る者であって、次のいずれにも該当す

る者とする。 

（１）養育要件として、次のいずれかに

該当する者 

 ［ア～エ 略］ 

（１）養育要件として、次のいずれかに

該当する者 

 ［ア～エ 略］ 

オ 高校生等の養育者（アからエま

でのいずれかに該当する者以外の

者のうち、令和４年３月３１日に

おいて、平成１６年４月２日から

平成１９年４月１日までの間に出 

生した児童を養育する者であって、

オ その他対象児童の養育者（アか

らエまでのいずれかに該当する者

以外の者のうち、令和４年３月３

１日において、平成１６年４月２

日から平成１９年４月１日までの

間に出生した児童を養育する者で



日本国内に住所を有するもの又は

令和４年４月１日以後に、当該児

童を養育し、日本国内に住所を有

することになった者をいう。） 

あって、日本国内に住所を有する 

もの又は令和４年４月１日以後に、

当該児童を養育し、日本国内に住

所を有することになった者をい

う。） 

カ 政令で定める額以上の収入があ

る養育者（アからエまでのいずれ

かに該当する者以外の者のうち、

児童手当法施行令（昭和４６年政

令第２８１号）第７条に規定する

額以上の収入があり、令和４年３

月３１日において、平成１９年４

月２日以降に出生した児童を養育

する者であって、日本国内に住所

を有するもの又は令和４年４月１

日以後に、当該児童を養育し、日

本国内に住所を有することになっ

た者をいう。） 

 

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 

附 則 

この告示は、公表の日から施行し、令和４年６月１日から適用する。 


